
乳幼児期・少年期 青壮年期・中年期 高齢期

セルフ
ケア

ブラッシング習慣の定着、
フッ化物配合歯磨剤の利
用等情報発信

歯科疾患予防に有効な方法
の定着、オーラルフレイル
対策の周知等情報発信

口腔機能と健康寿命の関
連、口腔ケアと誤嚥性肺
炎予防、等情報発信

プロ
フェッ
ショナ
ルケア

早期にかかりつけ歯科医
院を持ち、定期的な受診

かかりつけ歯科医院への定
期的な受診、生活習慣や全
身疾患の既往に応じ健康管
理

訪問歯科診療の普及、口
腔機能維持・向上に取り
組む人材育成

コミュ
ニティ
ケア

保育所、幼稚園、こども
園、学校等でのフッ化物
洗口の集団応用 等

市町や職場が提供する歯科
健診の機会の確保と活用、
職域における取組の充実 等

関係者と連携した在宅療
養支援の取組、必要な人
材の育成、確保 等

誰もが自分らしく
幸せを感じられる
「健康しが」の実現

【進行管理と評価】

◼ 滋賀県生涯歯科保健推進協議会によ
る評価

◼ 歯科保健実態調査によるデータ収集

生活の変化を
捉え、

将来を見据えた
歯科保健対策

【基本方針】 【施策の展開】

関係団体、機関等の連携により成立する歯科口腔保健の推進のための社会環境

口腔機能の
獲得・維持・
向上のための
歯科疾患の
予防推進

障害者(児)への歯科口腔保健支援
地域の歯科医療機関、口腔衛生センターに
よる歯科医療と、歯科健診等歯科保健事業
との両輪による支援の推進

＜ライフステージに応じた取組＞

＜ライフステージの取組を補完する支援＞

災害時の歯科口腔保健による
二次的健康被害の予防

避難所等での口腔ケアの実施による誤嚥性肺炎予
防等の、関係者による災害時の歯科保健医療活動
が効果的に機能できるための連携体制づくり

■ 県民 ■ 県（健康しが推進課（口腔保健支援センター）、健康福祉事務所（保健所））
■ 県教育委員会事務局 ■ 市町 ■ 歯科医師会 ■ 歯科衛生士会 ■ 連携する関係団体

すべての県民が、
健康で、はつらつとした
生活を営むもととなる

健康な口を保つことができている

■ 歯科口腔保健の推進に関する法律第13条に基づき県が定める「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」
■ 滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例第8条に基づき県が策定する「歯および口腔の健康づくりに関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画」
■ 「滋賀県保健医療計画」の「歯科保健対策」の分野、および、「健康いきいき21－健康しが推進プラン－」の「歯・

口腔の健康」の分野を推進するための実施計画
■ 県をはじめ市町・関係団体・県民・教育・医療・福祉・介護・職域関係者等が一体となって歯科口腔保健の推進に取

り組むための具体的な目標を設定し、施策を定めるもの

計画の位置づけと役割 令和６年度（2024年度）～令和11年度（2029年度）計画の期間

年代や生活スタイルの変化などを経時的にとらえた対策

基本理念

【PDCAサイクルに沿った
取り組みの実施】

健康寿命の延伸
健康格差の縮小

○適切な食生活の実現や
社会生活等の質の向上

○歯・口腔の健康が関わる
疾病の予防・重症化予防

歯・口に関する
健康格差の縮小

滋賀県歯科保健計画 -歯つらつしが21(第６次)-【概要版】 資料１

＜滋賀県歯科保健計画目的＞

【計画の推進体制】



滋賀県歯科保健計画-歯つらつしが21（第６次）-の目標値からみる滋賀県の歯科保健の現状 資料2

目標項目 目標値 備考

1 1 口腔の健康に良い行動が習慣化される 77.4% (R4) 90% ー R4歯科保健実態調査

2 2
口腔の健康に良い行動が習慣化される/関
係団体、機関等の連携による歯科口腔保健
の推進のための社会環境が整備できる

13市町 (R3) 16市町 13市町 (R6) フッ化物洗口実施状況調査

3 3 3.0% (R3) 0% 1.86% (R5) 地域保健・健康増進事業報告

4 4 3市町 (R4) 10市町 3市町 (R6) 滋賀県歯科保健関係資料集

5 5 歯科疾患の発症予防と重症化予防ができる
小６　13.6%
中１　16.1%
中３　15.7%

(R4) 10%
小６　12.1%
中１　14.0%
中３　18.0%

(R6) 滋賀県歯科保健関係資料集

6 6
関係団体、機関等の連携による歯科口腔保
健の推進のための社会環境が整備できる

11市町 (R4) 19市町 11市町 (R5) 市町歯科保健事業実施状況調査

7 7 89.6% (R3) 95% 92.3% (R5) 滋賀県歯科保健関係資料集

8 8 43.2% (R4) 55% ー R4歯科保健実態調査

9 9 91.3% (R4) 95% ー R4歯科保健実態調査

10 10 79.5% (R4) 95% 79.6% (R6) 滋賀県歯科保健関係資料集

11 1 32.4% (R4) 65% ー 滋賀県歯科保健実態調査

12 2 うち20代の割合 25.0% (R4) 70% ー 滋賀県歯科保健実態調査

13 3 64.4% (R4) 80% ー 滋賀県歯科保健実態調査

14 4

30歳代
57.7%
50歳代
57.8%

(R4)

30歳代
70%

50歳代
65%

ー 滋賀県歯科保健実態調査

15 5
歯・口腔に関する健康格差の縮小/歯科疾
患の発症予防と重症化予防ができる

16.8% (R4) 5% ー 滋賀県歯科保健実態調査

16 6 歯科疾患の発症予防と重症化予防ができる 20.6% (R4) 15% ー 滋賀県歯科保健実態調査

17 7 口腔機能の獲得・維持・向上ができる 68.0% (R4) 80% ー 滋賀県歯科保健実態調査

18 8 14市町 (R4) 19市町 15市町 (R5) 市町歯科保健事業実施状況調査

19 9 11市町 (R4) 19市町 11市町 (R5) 市町歯科保健事業実施状況調査

20 10 必要な成育医療等を切れ目なく提供できる 7市町 (R3) 19市町 8市町 (R5) 市町歯科保健事業実施状況調査

21 1 歯科疾患の発症予防と重症化予防ができる 56.2% (R4) 85% ー 滋賀県歯科保健実態調査

22 2 口腔機能の獲得・維持・向上ができる 65.4% (R4) 80% ー 滋賀県歯科保健実態調査

23 3 22.4% (R4) 25% 22.8% (R6) 滋賀県歯科医師会調べ

24 4 46.0% (R4) 50% ー 滋賀県歯科保健実態調査

25 5
関係団体、機関等の連携による歯科口腔保
健の推進のための社会環境が整備できる

11市町 (R4) 19市町 ー 市町歯科保健事業実施状況調査

26 1 歯科疾患の発症予防と重症化予防ができる 84.0% (R4) 0.9 86.5% (R6) 滋賀県歯科保健関係資料集

27 2
通所　36.4%
入所　93.8%

(R4)
50%
100%

ー 滋賀県歯科保健実態調査

28 3
54.5%

うち定期受診
73.9%

(R4)
80%

うち定期受診
95%

50.8%
うち定期受診

77.4%
(R6) 滋賀県巡回歯科保健指導事業

29 4 16事例 (R4) 13事例 (R5) 滋賀県歯科医師会調べ

30 5
口腔衛生センターから地域の歯科診療所へ
の定期健康管理の移行

1事例 (R4) 増やす 0事例 (R5) 滋賀県歯科医師会調べ

31 6
地域で定期健康管理中の患者の難治療時に
おけるセンター紹介

15事例 (R4) 増やす 13事例 (R5) 滋賀県歯科医師会調べ

32
災
害

1
関係団体、機関等の連携による歯科口腔保
健の推進のための社会環境が整備できる

記載なし (R4) 記載あり 記載なし (R6)

※1　歯科に関する単独計画を策定または協議会を設置している市町数
※2　歯科医院（歯医者）での歯科健診
※3　母子保健法、学校保健安全法および健康増進法事業等に定められる、対象の幼児、児童・生徒、成人に対する歯科健（検）診

「滋賀県大規模災害時保健活動マニュアル」への
記載

障
害
者

(

児

)

特別支援学校における12歳児でむし歯のない者の
割合

在宅療養や障害などの特別な配慮が必要な
状況であっても．歯科保健医療サービスを
受けることができる

障害者・障害児が利用する施設での定期的な歯科
健（検）診の実施率

障害のある児でかかりつけ歯科医院を持ち、定期
的に受診する人の割合

口腔衛生センターと地域の歯科医療機関との連携

妊産婦の歯科健（検）診を実施している市町数
【再掲】

高
齢
期

80歳で20歯以上の歯を有する人の割合

70歳代における咀嚼良好者の割合

在宅療養や障害などの特別な配慮が必要な
状況であっても．歯科保健医療サービスを
受けることができる

訪問歯科診療を実施する歯科医療機関の割合

要介護高齢者が利用する施設での定期的な歯科健
（検）診の実施率

歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施して
いる市町村の割合※1【再掲】

青
壮
年
期
・
中
年
期

口腔の健康に良い行動が習慣化される

定期的に歯科健診を受けている人の割合※2（年齢
調整値）

フッ化物配合歯磨剤を利用する人の割合（年齢調
整値）

デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人の
割合

40歳以上における自分の歯が19歯以下の人の割合
（年齢調整値）

20代～30代における歯ぐきから血が出る人の割合

50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整
値）

関係団体、機関等の連携による歯科口腔保
健の推進のための社会環境が整備できる

法令で定められている歯科健（検）診※3を除く歯
科健（検）診（乳児、2歳健診を除く）を実施して
いる市町数

10代（小6、中1、中3）における歯肉に炎症所見を
有する人の割合

歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施して

いる市町数※1

必要な成育医療等を切れ目なく提供できる

むし歯のない3歳児の割合

かかりつけ歯科医院で定期的に歯科健診を受けて
いる3歳児の割合

子どもの仕上げみがきをしている保護者の割合（3
歳児）

むし歯のない12歳児の割合

歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施して

いる市町数
※1
【再掲】

指標
計画策定時の現状値

（基準年度）
直近値（年度）

乳
幼
児
期
・
少
年
期

フッ化物配合歯磨剤を利用する人の割合（3歳児）

フッ化物洗口を実施する市町数

歯・口腔に関する健康格差の縮小/歯科疾
患の発症予防と重症化予防ができる

３歳児で４本以上のむし歯を有する人の割合

12歳児でむし歯のない人の割合が90％以上の市町
数
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資料３ 

令和７年度 県の取組（歯科保健関係事業）について 
 

１ 歯科保健啓発事業 

(1) 口腔衛生啓発推進事業（滋賀県歯科医師会補助） 

◎ 滋賀県歯科医師会が行う口腔衛生啓発推進活動に要する経費に対して補助。 

 

(2) 歯科疾患予防対策啓発委託事業 

◎ 令和５年度から、既存の滋賀県歯科医師会への委託事業である「歯周疾患予防

対策事業」と「フッ素でむし歯ゼロ作戦事業」を統合。 

ア 歯周疾患予防対策事業（滋賀県歯科医師会委託） 

歯周疾患対策推進委員会において歯周疾患に関する啓発内容の検討を行うと

ともに、企業や大学等に出前講演を行うことで予防方法等についての普及啓発。 

イ フッ素でむし歯ゼロ作戦事業（滋賀県歯科医師会委託） 

保育所・幼稚園・小学校でのフッ化物洗口実施のための支援を行う。 

 

(3) 噛め食め歯運動 

◎ パンフレット「おとなの歯をたいせつに」を５歳児保護者に配布。 

 

(4) 歯科保健関連職員研修 

◎ 保健所歯科専門職員を国立保健医療科学院、全国歯科保健大会（島根県）等 

研修に派遣。 

 

２ 歯科保健医療体制整備事業 

(1) 巡回歯科保健指導事業（健康福祉事務所、一部滋賀県歯科衛生士会委託） 

◎ 市町が開設する発達支援センター（地域療育教室）の利用者を対象に、歯科健

診・フッ化物塗布・衛生教育を実施し、かかりつけ歯科医院を持つことを推進 

 

(2) 障害児(者)歯科治療事業（滋賀県歯科医師会委託） 

◎ 滋賀県歯科医師会口腔衛生センターにおいて、心身障害児(者)の歯科治療、健

診および関係者の歯科保健指導を行う 

◎ 令和５年度から、診療が月曜から金曜までの週５日間に拡大 

◎ 令和６年度から利用要件（障害者手帳の級数等）を緩和、一部撤廃 

【利用要件】滋賀県内在住で、各種障害によって、一般歯科治療を受け難い障害

者もしくは障害児で、次に掲げる ア 、 イ または ウ のいずれかに該当する

者とする。 

ア 障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の交

医療施設運営費等補助金（歯科疾患予防等事業） 

医療施設運営費等補助金（歯科疾患予防等事業） 
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付を受けている者 

イ 歯科医療機関からの紹介を受けた者 

ウ ア、イ に該当しない者で、 別に定めた様式 により受診を希望する者 

   （実績） 

    Ｒ４：週２日、延べ 1,510人→Ｒ５：週５日、延べ 2,286人 

→Ｒ６：週５日、延べ 2,494人→Ｒ７年 12月末現在、延べ 2,036人 

 

(3) 障害児(者)歯科保健医療体制整備事業 

ア 障害者通所施設歯科健診事業費補助金（滋賀県歯科医師会補助） 

◎ 滋賀県歯科医師会が行う障害者通所施設歯科健診の経費に対して補助。 

 

イ 障害者通所施設歯科保健指導事業 

（滋賀県歯科衛生士会委託） 

◎ 滋賀県歯科医師会の実施する歯科健診を利用した障害者通所事業所の利用

者に対して、歯科保健指導を実施。 

 

ウ 障害者歯科医療連携体制検討会 

◎ 地域の歯科診療所、口腔衛生センター、病院歯科の連携により、全身麻

酔下の歯科治療を含め、県内の障害者（児）歯科医療の提供体制を把握、

調整、整備するための検討会。また、口腔衛生センターの機能移転にか

かる検討も行う。 

 

３ 生涯歯科保健対策事業 

(1) 生涯歯科保健対策推進事業 

ア 生涯歯科保健推進協議会 

◎ 歯科医師会、医師会、薬剤師会、歯科衛生士会、健康推進連絡協議会、市町保

健師協議会、市、町、滋賀労働局、保健所長会等の代表からなる協議会。各団

体と歯科保健事業の実施状況を情報共有し、今後の取組について協議。 

 

イ 歯科保健情報システム整備事業 

◎ 歯科保健対策を推進していくための基礎資料とするため「歯科保健関係資料集」

を作成。 

 

(2) 地域歯科口腔保健推進事業 

◎ 二次保健医療圏域において、乳幼児期から高齢期におけるそれぞれの特性に応

じた効果的な歯科保健施策を推進するため、地域の歯科医師会や歯科衛生士会、

所管する市町職員等の関係者を対象とした、連絡調整会議や必要な調査、研修

会等を実施する。 

医療施設運営費等補助金 
8020 運動推進特別事業 

医療施設運営費等補助金 
（サービス提供困難者等への歯科保健医療推進等事業） 

医療施設運営費等補助金 
（サービス提供困難者等への歯科保健医療推進等事業） 

医療施設運営費等補助金 
8020 運動推進特別事業（一部） 
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４ 歯科医療安全管理体制推進事業 

(1) 歯科医療安全管理体制推進事業（一部滋賀県歯科医師会委託） 

◎ 歯科医業を行う医療機関等において、医療の安全の確保をより効率的に推進す

るため、地域歯科医師会等と連携し、本県の実情に応じた歯科医療安全管理体

制を推進することにより、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制を整備。 

 

５ 生産性向上・職場環境整備等事業 

◎ 業務の効率化や職員の処遇改善を図る歯科診療所（ベースアップ評価料届出医療

機関）に対して給付金 18万円を支給する。 

◎ 対象件数：181件（見込み） 

 

６ 災害時歯科保健医療提供体制整備事業 

◎ 滋賀県歯科医師会が災害時の歯科保健医療活動で使用するポータブルユニット

（携帯型歯科ユニット）等の器具・器材を購入する経費について補助を行う。ま

た、活動が長期にわたることを想定し、滅菌機器等の付属機器を整備する。 

 

 

 

地域医療総合確保事業 

１ 在宅歯科医療推進事業 

(1) 在宅歯科医療のための多職種連携推進事業（滋賀県歯科医師会委託） 

◎ 訪問歯科診療の推進、口腔ケアの推進、摂食嚥下機能の訓練等により、多職種が

連携して高齢者の口腔機能向上の支援ができる体制の構築を行う。 

ア 検討会の開催 

県全域での情報収集や、訪問歯科診療実施状況の把握、県全体での課題の収

集を、地域の代表者で検討する。 

イ 地域連携推進のための会議の開催 

困難事例への対応方法や、歯科衛生士による口腔ケアの普及、摂食嚥下障害

への対応方法について、事例検討などを通じて、多職種により検討する。 

ウ 研修会の開催 

地域連携会議の結果等から、地域の課題に応じた研修会を開催する。 

 

医療施設等経営強化緊急支援補助金 
（生産性向上・職場環境整備等事業） 

医療提供体制推進事業費補助金 
（歯科医療安全管理体制推進特別事業） 

医療施設等設備整備費補助金 
（災害時歯科保健医療提供体制整備事業） 

地域医療介護総合確保基金 
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(2) 在宅療養支援のための歯科衛生士養成事業（滋賀県歯科衛生士会委託） 

◎ 寝たきりの療養者および地域の歯科診療所に通院することが困難な障害がある

者等の在宅療養を支援する歯科衛生士を養成できるための滋賀県歯科衛生士会

内のシステム構築を図る。 

ア  検討会の開催 

 介護保険および障害福祉の関係者を含めた検討会 

イ  研修会の開催 

 高齢者関係２回、障害者関係２回 

 

(3) 在宅歯科診療機器整備事業（滋賀県歯科医師会補助） 

◎ 在宅歯科医療（障害者歯科医療を含む）を実施する歯科診療所の後方支援を行う

病院歯科および在宅歯科医療（障害者歯科医療を含む）を実施する病院歯科等に

対し、その機能を果たすために必要となる歯科医療機器購入にかかる経費に対す

る支援を行い、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図る。 

 

(4) 在宅歯科診療のための人材確保事業（関係病院補助） 

◎ 在宅歯科医療（障害者歯科医療を含む）を実施する歯科診療所の後方支援を行う

病院歯科および在宅歯科医療（障害者歯科医療を含む）を実施する病院歯科等に

対し、その機能を果たすために、歯科医師および歯科衛生士の増員に対する支援

を行い、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図る。 

 

(5) 歯科衛生士歯科技工士人材確保事業（滋賀県歯科医師会補助） 

◎ 歯科衛生士および今後大幅な不足が見込まれる歯科技工士を確保するため、歯科

衛生士の就職、復職およびスキルアップ等に係る事業、歯科技工士の確保のため

の取組検討を実施。 

 

(6) 在宅療養のための口腔機能管理支援拠点整備事業費補助金 

（湖東歯科医師会補助） 

◎ 湖東歯科医師会の既存の歯科診療所内に設けられた訪問歯科診療に特化した部

署を、実地研修の場として滋賀県歯科医師会会員の歯科医師および関係歯科衛生

士に開放し、継続した口腔機能管理の現場への同伴、手技の説明等を通じて、歯

科診療所の運営への組入れを促す。 

 

(7) 口腔機能低下症対策地域連携推進事業（滋賀医科大学医学部附属病院補助） 

◎ 入院中に病院で実施される口腔機能の低下防止、維持、向上の取組み等が、患者

が退院した後も地域の医療機関で継続して受けられる体制の構築を目標として、

オーラルフレイルの評価や口腔機能管理方法の標準化を行う。 

 



■二次保健医療圏域別　歯科健康診査結果 ■滋賀県および全国の3歳児歯科健康診査結果年次推移

圏域 受診率
う蝕

有病者率
一人平均
う歯数

大津 92.0% 8.2% 0.23 滋賀県 全国平均 滋賀県 全国平均
湖南 96.7% 6.5% 0.19 H3 61.4 53.3 3.29 2.73
甲賀 91.5% 8.5% 0.28 4 60.5 52.2 3.09 2.60
東近江 98.1% 6.9% 0.20 5 56.3 51.1 2.90 2.42
湖東 97.7% 7.2% 0.19 6 56.8 48.2 2.85 2.36
湖北 92.5% 9.1% 0.25 7 52.4 45.8 2.62 2.16
湖西 90.6% 11.9% 0.40 8 48.9 43.4 2.35 1.99
滋賀県 94.6% 7.7% 0.22 9 44.9 41.2 2.07 1.88

10 43.2 40.5 2.04 1.83
11 38.9 37.9 1.81 1.67
12 37.6 35.2 1.64 1.51
13 34.9 33.7 1.49 1.45
14 34.1 32.3 1.47 1.40
15 35.2 31.4 1.46 1.32
16 32.1 29.8 1.33 1.24
17 30.3 28.0 1.22 1.14
18 29.0 26.6 1.13 1.06
19 26.3 25.9 1.04 1.00
20 25.2 24.6 0.98 0.94
21 23.7 23.0 0.88 0.87
22 22.7 21.5 0.83 0.80
23 19.7 20.4 0.69 0.74
24 19.9 19.1 0.72 0.68
25 18.5 17.9 0.65 0.63
26 17.8 17.7 0.63 0.62
27 19.5 17.0 0.67 0.58
28 17.4 15.8 0.60 0.54

29 14.4 14.4 0.49 0.49

30 13.3 13.3 0.44 0.44

R1 12.2 11.9 0.38 0.40

2 11.8 11.8 0.37 0.39

3 10.4 10.2 0.35 0.33

4 8.6 8.6 0.29 0.28

5 7.7 7.7 0.22 0.24

※R5年度健康増進・事業報告の滋賀県う蝕有病者率は「7.5%」ズレあり

一人平均う歯数
年度

う蝕有病者率
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■3歳6か月児　市町別　一人平均う歯数の推移(本)

市町 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

大津市 0.67 0.69 0.68 0.34 0.38 0.37 0.50 0.44 0.37 0.23

彦根市 0.65 0.72 0.59 0.51 0.54 0.36 0.36 0.30 0.26 0.19

長浜市 1.01 0.99 0.82 0.79 0.63 0.56 0.44 0.52 0.41 0.29

近江八幡市 0.40 0.48 0.50 0.39 0.29 0.22 0.28 0.20 0.19 0.12

草津市 0.58 0.63 0.55 0.54 0.38 0.34 0.31 0.23 0.17 0.18

守山市 0.44 0.55 0.50 0.42 0.23 0.27 0.29 0.27 0.15 0.11

栗東市 0.61 0.64 0.58 0.49 0.48 0.31 0.41 0.38 0.30 0.29

甲賀市 0.52 0.55 0.54 0.32 0.36 0.35 0.27 0.29 0.19 0.28

野洲市 0.66 0.69 0.62 0.65 0.49 0.39 0.43 0.27 0.31 0.20

湖南市 0.56 0.73 0.48 0.75 0.51 0.42 0.27 0.42 0.37 0.29

高島市 0.64 0.71 0.66 0.43 0.71 0.38 0.42 0.57 0.32 0.40

東近江市 0.64 0.65 0.58 0.59 0.44 0.35 0.34 0.29 0.34 0.20

米原市 0.72 0.84 0.59 0.71 0.53 0.79 0.54 0.48 0.19 0.13

日野町 0.89 0.77 0.60 0.28 0.59 0.34 0.39 0.14 0.40 0.59

竜王町 0.51 0.61 0.66 0.47 0.41 0.54 0.40 0.38 0.38 0.10

愛荘町 0.53 0.40 0.38 0.33 0.54 0.47 0.33 0.30 0.54 0.07

豊郷町 0.79 0.79 0.62 0.63 0.96 1.34 0.70 0.92 1.23 0.40

甲良町 1.17 0.92 0.82 0.69 0.56 0.63 0.67 0.39 0.05 0.37

多賀町 0.19 0.51 0.12 0.14 0.34 0.38 0.20 0.11 0.06 0.16

滋賀県 0.63 0.67 0.60 0.49 0.44 0.38 0.37 0.35 0.29 0.22
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■3歳6か月児　市町別　う蝕有病者率の推移(%)

市町 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

大津市 18.9 20.4 20.1 11.4 12.2 11.2 15.0 12.4 10.3 8.2

彦根市 18.0 20.5 14.7 14.4 15.3 11.8 11.4 8.7 8.1 7.2

長浜市 26.4 27.0 22.8 20.7 17.4 16.0 11.8 14.6 12.3 10.4

近江八幡市 12.2 12.4 12.5 11.2 10.5 7.2 9.2 6.5 6.1 4.5

草津市 17.9 20.1 17.0 16.4 12.0 11.6 9.4 7.1 5.8 5.3

守山市 12.8 16.5 15.0 11.3 8.5 9.7 11.4 9.0 6.0 4.7

栗東市 19.8 21.1 15.5 17.0 14.6 11.1 14.1 11.1 8.3 9.6

甲賀市 15.4 15.8 16.3 10.5 12.6 15.6 9.0 10.0 6.2 8.3

野洲市 18.8 18.8 18.6 18.9 15.1 11.4 14.3 8.9 9.1 8.3

湖南市 16.1 19.1 14.1 19.3 13.5 16.7 10.0 10.8 9.0 8.8

高島市 15.8 19.3 15.1 15.9 20.0 11.9 12.4 15.1 8.1 11.9

東近江市 15.7 16.9 19.1 15.3 14.2 11.9 10.8 9.5 9.4 7.8

米原市 18.8 28.4 15.6 17.2 13.0 18.0 16.8 14.1 7.3 5.4

日野町 22.4 21.3 20.3 15.5 15.7 8.9 10.2 4.4 9.0 12.9

竜王町 16.2 24.1 18.0 17.8 14.8 20.2 12.0 10.5 14.8 4.8

愛荘町 16.0 12.8 13.7 10.1 14.9 14.5 9.4 10.4 10.6 4.3

豊郷町 13.8 16.4 14.5 12.7 17.1 19.1 15.8 20.0 21.3 12.8

甲良町 20.7 20.0 20.0 17.6 16.7 17.4 15.2 6.8 2.4 11.4

多賀町 11.9 14.0 5.9 7.2 6.0 6.1 7.4 4.5 2.9 7.7

滋賀県 17.8 19.5 17.4 14.4 13.3 12.2 11.8 10.4 8.6 7.7
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（３）中学校１年生歯科保健データ

■12歳児（中学1年生時点）　一人平均う歯数の推移

市町 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

大津市 0.93 1.08 1.08 0.73 0.65 0.69 0.67 0.51 0.56 0.45 0.45 0.45 0.40 0.45 0.44

彦根市 1.32 1.05 1.04 1.06 1.06 1.11 0.77 0.50 0.67 0.81 0.69 0.52 0.47 0.48 0.37

長浜市 1.47 1.41 1.20 1.08 1.16 0.98 0.81 0.81 0.77 0.73 0.72 0.61 0.52 0.60 0.64

近江八幡市 1.34 0.92 1.06 1.10 1.51 0.78 1.02 0.79 0.78 0.92 0.54 0.66 0.55 0.26 0.31

草津市 1.33 1.06 0.95 0.84 0.69 0.76 0.69 0.66 0.54 0.52 0.76 0.53 0.48 0.35 0.48

守山市 0.94 0.79 0.62 0.57 0.41 0.57 0.37 0.41 0.29 0.38 0.20 0.46 0.13 0.34 0.16

栗東市 1.28 1.41 0.72 0.21 0.70 0.61 0.55 1.13 0.53 0.79 0.89 0.47 0.61 0.62 0.37

甲賀市 0.96 0.90 1.10 0.84 0.83 0.70 0.68 0.45 0.47 0.71 0.65 0.55 0.47 0.49 0.55

野洲市 1.05 1.12 0.98 0.69 0.65 0.73 0.52 0.61 0.53 0.84 0.70 0.93 0.74 0.97 0.58

湖南市 1.12 0.95 1.03 0.82 0.83 0.83 0.84 0.80 0.71 0.65 0.47 0.39 0.34 0.37 0.51

高島市 1.72 1.97 1.87 1.36 1.41 1.13 0.90 0.91 0.78 1.38 0.80 0.60 0.70 0.68 0.70

東近江市 1.48 1.26 1.36 1.24 0.99 1.13 0.77 0.79 0.92 0.63 0.67 0.40 0.42 0.36 0.43

米原市 1.47 1.56 1.31 1.14 1.50 1.03 0.57 0.71 0.71 0.86 0.76 0.65 0.70 0.50 0.53

日野町 1.42 1.41 0.90 1.08 1.20 0.77 1.12 0.99 0.40 0.43 0.49 0.38 0.22 0.15 0.28

竜王町 0.13 0.24 0.17 0.15 0.22 0.13 0.13 0.05 0.08 0.08 0.02 0.08 0.04 0.14 0.11

愛荘町 1.04 1.07 1.18 1.20 1.08 1.36 1.28 1.43 1.05 1.00 0.98 0.76 0.91 0.53 0.58

豊郷町 1.84 0.75 0.68 0.25 0.65 0.33 0.17 0.20 0.14 0.22 0.72 0.56 0.19 0.16 0.31

甲良町 2.39 1.99 2.03 1.98 0.81 1.02 0.64 0.95 0.51 0.90 0.90 1.05 0.75 1.58 0.93

多賀町 2.19 2.14 1.33 0.48 0.49 0.37 0.40 0.29 0.34 0.15 0.06 0.16 0.13 0.06 0.13

滋賀県 1.18 1.13 1.06 0.86 0.84 0.80 0.68 0.71 0.60 0.64 0.58 0.51 0.46 0.45 0.43

(参考)市町小計 1.21 1.15 1.08 0.88 0.88 0.82 0.71 0.67 0.61 0.65 0.60 0.52 0.46 0.46 0.44
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■12歳児（中学1年生時点）　一人平均う歯数の推移
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■12歳児（中学1年生時点）　う蝕有病者率(むし歯のある者の割合)の推移

市町 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

大津市 34.1 39.9 40.9 30.3 26.4 28.2 28.4 27.5 24.0 21.6 18.5 20.1 19.0 19.6 20.2

彦根市 44.8 42.5 39.4 41.0 39.6 41.0 30.6 24.4 26.7 31.5 27.5 26.6 21.8 21.0 18.3

長浜市 51.5 51.2 46.5 44.7 44.0 40.4 34.8 38.5 34.5 31.4 30.9 31.0 23.0 28.3 27.9

近江八幡市 46.5 32.9 38.4 44.5 44.7 31.0 38.3 30.3 29.9 35.5 24.5 24.0 23.2 13.9 14.6

草津市 46.9 39.8 39.2 35.1 30.6 31.4 29.1 26.5 34.2 23.7 29.3 23.0 21.3 16.5 23.3

守山市 30.5 31.5 24.7 24.5 18.8 24.4 17.1 17.2 13.4 20.8 9.4 23.5 7.4 18.8 8.6

栗東市 43.6 46.4 29.5 33.0 28.1 23.7 25.8 40.3 23.8 30.2 33.6 23.7 25.8 28.8 19.7

甲賀市 39.4 34.7 40.8 34.9 35.3 30.7 28.4 23.5 20.5 33.5 28.5 24.1 22.6 22.0 25.6

野洲市 41.1 42.6 39.3 28.4 30.4 29.4 19.3 26.8 25.7 31.0 27.1 35.6 27.3 28.7 31.9

湖南市 39.8 37.5 37.7 31.0 34.1 34.1 33.7 29.1 24.3 32.8 25.9 20.2 24.3 23.7 22.6

高島市 52.4 57.1 54.5 46.8 46.5 41.4 36.1 36.4 33.0 27.1 29.0 25.3 28.8 27.3 29.5

東近江市 51.4 43.6 46.8 44.4 37.6 37.6 34.5 33.0 35.1 25.0 25.5 19.9 18.0 17.7 17.3

米原市 51.9 53.3 48.1 44.0 54.4 37.6 51.1 31.8 29.2 35.4 28.8 30.5 28.5 23.9 24.7

日野町 52.8 50.0 33.5 44.8 45.0 70.9 46.9 43.0 22.3 25.6 27.1 19.5 12.7 9.9 14.8

竜王町 10.1 11.2 10.1 6.7 8.6 7.9 9.2 5.1 5.9 4.9 1.6 5.9 4.2 10.6 5.6

愛荘町 44.4 53.9 51.9 47.6 44.3 45.4 39.7 40.6 41.1 42.6 42.1 38.3 34.8 30.8 24.2

豊郷町 46.0 25.0 26.7 18.7 20.0 12.8 10.0 15.5 5.8 14.3 35.4 32.5 12.9 11.8 17.7

甲良町 65.6 67.6 65.6 64.1 44.0 36.7 34.8 33.3 17.8 34.7 42.3 44.6 32.1 51.1 41.8

多賀町 65.3 73.0 43.9 26.6 26.4 18.5 22.2 18.2 13.5 10.2 4.8 24.6 8.2 4.7 9.1

滋賀県 42.1 41.3 39.4 35.4 33.3 32.0 29.5 28.6 26.2 26.5 23.9 23.5 20.5 20.8 20.4

(参考)市町小計 42.8 42.1 40.4 36.3 34.0 32.8 30.2 29.2 26.7 27.2 24.7 24.1 20.8 21.0 20.7
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■12歳児（中学1年生時点）　う蝕有病者率(むし歯のある者の割合)の推移
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都道府県等口腔保健推進事業の活用状況  

 

令和２年度 

（４市町） 

令和３年度 

（４市町） 

令和４年度 

（６市町） 

令和５年度 

（９市町） 

令和６年度 

（12市町） 

令和７年度 

（15市町） 

草津市 

守山市 

東近江市 

日野町 

 

守山市 

高島市 

東近江市 

日野町 

 

大津市 

守山市 

高島市 

東近江市 

日野町 

愛荘町 

 

大津市 

草津市 

守山市 

甲賀市 

高島市 

東近江市 
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竜王町 
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多賀町 

（令和６年度全国活用実績） 

歯科疾患予防等事業：519か所 

歯科保健医療サービス提供困難者等への歯科保健医療推進事業：65か所 

 

 

 

 

 

 



歯科保健にかかる市町の状況 

 

 

【課題】 

歯・口に関する健康格差の縮小について 

 

【検討事項】 

 ・健康格差の縮小に、今後、どのように取り組んでいくか 

・ハイリスクアプローチにどう取り組んでいくか 

 



口腔機能の獲得・維持・向上のための取組について

新潟⼤学・⼤垣⼥⼦短期⼤学・⿅児島⼤学発表（2021年2⽉17⽇）
（参照）https://news.yahoo.co.jp/articles/a93f843c6068bcc78ededc4164377b89d680a858

資料５

1



都道府県等口腔保健推進事業

１ 口腔保健支援センター設置推進事業

２ 口腔保健の推進に資するために必要となる事業

・歯科疾患予防等事業

食育推進等口腔機能維持向上事業

食育の推進のために、小児に対する「食べる」ことについての教育や「食べる」

機能の発達を促す取組等の口腔機能の獲得や高齢者等に対する誤嚥防止に関する

取組等のオーラルフレイル対策等の口腔機能の維持向上に関する活動を行う。

課題

検討事項

・口腔機能の獲得・維持・向上について（口腔機能発達不全症の対策）

・乳幼児期からの口腔機能の獲得・維持・向上に向けた知識の普及・啓発について

・多職種連携での取組について

2



障害者（児）の歯科保健医療提供体制について

◼巡回歯科保健指導事業

◼コラボにこにこ障害者歯科保健推進事業（湖南保健医療圏域）

◼障害児者歯科治療等事業

（歯科治療、入所施設歯科健診および歯科保健指導：滋賀県歯科医師会委託）

◼障害者通所施設歯科健診事業（通所施設歯科健診事業：滋賀県歯科医師会補助）

◼障害児通所施設歯科保健指導事業

（通所施設歯科保健指導事業：滋賀県歯科衛生士会委託）

◼在宅歯科診療のための人材確保事業費補助金

（障害者歯科治療後方支援病院への人件費補助）

◼在宅療養支援のための歯科衛生士養成事業

実施内容

資料６

1



• 障害のある方が、歯科治療や口腔の健康づくりについて歯科医師から日常的に相談、指導等の支援を受けることができるよう体制の整備
• 必要な歯科治療や歯科保健サービスを受けることができる機会を確保するための環境の整備

障害者
通所事業所

• 日常的な通い ・生活の場

• 定期受診による予防管理
• 早期発見・早期処置

地域の歯科診療所

• 複数のスタッフ、高度な設備が必要な歯科治療
• 静脈内鎮静法による歯科治療
• 全身麻酔下における歯科治療

かかりつけ歯科医を
持つことの推進

歯科疾患予防の
推進、啓発

歯科健診・歯科保健指導の
体制整備

歯科医療機関の連携
（歯科医療の確保）

障害児巡回歯科保健指導事業（滋賀県歯科衛生士会委託、一部保健所）

在宅歯科診療のための
人材確保事業

（大津市民病院、市立長浜病院、びわこ
学園医療福祉センター草津への補助）

かかりつけ歯科医推進事業（南部コラボにこにこ）（保健所）

障害者通所施設歯科健診事業費補助金
（滋賀県歯科医師会への補助）

障害者通所施設歯科保健指導事業
（滋賀県歯科衛生士会委託）

障害児歯科治療等実施事業 （滋賀県歯科医師会委託）

口腔衛生センター 病院歯科

入所
施設

逆紹介

紹介

逆紹介

紹介

専門性の高い歯科医療機関

• 歯科健診
• 歯科保健指導

受診

障害者（児）

利用

歯科
健診

歯科保健
指導

• 歯科治療

• 研修（OJT）

• 人件費補助

県の役割

発達支援センター
（療育教室）

2



・ 昭和55年に県内唯一の障害児（者）の歯科治療を行う専門施設として、県委託事業により県歯科医師会が実施。

・ 地域の歯科診療所では対応困難な障害児（者）の診療を行っている。

・ 令和5年度から診療日を週5日に拡大。（R４まで：週２日）

・ 建物の老朽化（築45年）、患者の安全安心に配慮した質の高い歯科医療(全身麻酔下での歯科治療、緊急時の救急対応の確保等）の提供に伴う

施設整備が必要➡県立総合病院小児新棟への機能移転を図る。

【障害者歯科医療の必要性】

・ 障害者（児）は様々な障害特性から、歯科医療を受けることが困難。

・ 一般の歯科診療所には、障害者歯科を専門とする歯科医師は少ないため、診療所を受診できない、望む治療を受けられない患者が存在。

・ 近年は、単に歯科疾患の治療や予防に留まらず、多様なニーズに応じるための全身麻酔下での保存的歯科医療が必要。

口腔衛生センターにおける障害者（児）歯科治療事業

口腔衛生センター事業の概要

＜障害者（児）＞
○ 過敏（視覚、嗅覚、聴覚、味覚…）
○ 慣れない非日常への適応困難

○ コミュニケーションの課題（発達、適応、相互理解）
○ 生活習慣（食事）、行動（ブラッシング）へのこだわり、嗜好

性
○ 障害特性に応じた専門的な対応が必要

○ 時間をかけた丁寧な対応が必要

＜歯科医療＞
○ 診療室（薬品の匂い、高周波音、見慣れぬ診療機器…）
○ スタッフ（いつもの保護者や生活支援者ではない）
○ 姿勢保持、開口保持、身体抑制
○ 歯科保健指導（一方的で理解できない指示）
○ 処置（身体接触、侵襲的、音、振動、匂い）
○ 予約制、診療枠内の患者交代制による効率重視の経営方針

極めて
相性が悪い
悪循環
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課題

検討事項

・障害者（児）が、身近な歯科医療機関で歯科診療が受けられる体制の構築

・身近な歯科医療機関で歯科診療が受けられる体制の構築のために必要な取組について
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